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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 
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繩
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の
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油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
等
の
現
状
に
関
す
る
質
問
主
意
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議 

院 

議 
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木 
 

原 
 

 

実 

 

一 

 



 

沖
繩
県
に
設
置
さ
れ
て
い
る
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
現
状
に
疑
問
が
あ
る
の
で
、
以
下
、
米
軍
が
使
用
し
て
い

る
那
覇
軍
港
―
嘉
手
納
間
及
び
天
願
軍
港
―
嘉
手
納
間
計
二
本
の
油
送
管
（
以
下
、
米
軍
Ｐ
Ｏ
Ｌ
と
い
う
）
と
消
防

法
適
用
の
油
送
管
（
以
下
、
消
防
法
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
と
い
う
）
と
に
分
け
て
質
問
す
る
。 

一 

米
軍
Ｐ
Ｏ
Ｌ
は
、
北
美
小
学
校
の
校
内
を
通
過
し
て
お
り
（
約
六
〇
メ
ー
ト
ル
）
ま
た
、
人
家
の
床
下
を
通
過

す
る
な
ど
設
置
場
所
に
お
い
て
す
ら
言
語
道
断
の
状
態
に
あ
り
、
水
道
管
布
設
に
支
障
を
来
し
て
い
る
な
ど
の

県
民
生
活
を
圧
迫
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
二
十
六
年
九
月
一
日
の
死
亡
事
故
を
含
め
て
、
昭
和
二

十
六
年
以
来
、
十
七
件
の
事
故
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
四
十
七
年
五
月
の
返
還
後
も
六
件
の
事
故
が
記
録

さ
れ
る
な
ど
、
実
際
の
被
害
も
黙
過
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
。 

 
1 

管
理
権
は
さ
て
お
き
、
事
実
問
題
と
し
て
、
日
本
国
の
管
理
下
に
あ
る
土
地
に
設
置
さ
れ
た
米
軍
Ｐ
Ｏ
Ｌ 

沖
繩
県
の
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
等
の
現
状
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

二 

米
軍
Ｐ
Ｏ
Ｌ
は
、
日
米
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国

軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
以
下
、
地
位
協
定
と
い
う
）
第
二
条
に
規
定
す
る
施
設
及
び
区
域
に
該
当
す
る 

2 

事
実
問
題
と
し
て
、
米
軍
Ｐ
Ｏ
Ｌ
の
日
本
国
の
管
理
下
に
あ
る
土
地
に
設
置
さ
れ
た
部
分
が
、
技
術
基
準

省
令
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
漏
え
い
拡
散
防
止
措
置
及
び
同
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
漏
え
い
検
知
装
置

及
び
同
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
緊
急
し
や
断
弁
及
び
同
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
石
油
除
去
装
置
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

の
地
上
設
置
部
分
が
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
の
技
術
基
準
（
通
産
・
運
輸
・
建
設
・
自
治
省
令
第
二

号
、
以
下
、
技
術
基
準
省
令
と
い
う
）
第
十
七
条
及
び
そ
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
通
産
・
運
輸
・
建
設
・
自

治
告
示
第
一
号
、
以
下
、
技
術
基
準
告
示
と
い
う
）
第
三
十
条
に
規
定
す
る
施
設
に
対
す
る
水
平
距
離
の
要

件
を
満
た
さ
な
い
場
所
（
市
町
村
と
部
落
名
）
を
列
挙
し
、
そ
れ
ぞ
れ
違
反
部
分
の
延
長
距
離
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。 

四 

 



 

四 

地
位
協
定
第
二
条
に
規
定
す
る
施
設
が
、
国
内
法
の
技
術
基
準
に
著
し
く
違
反
し
、
国
民
の
生
命
、
身
体
に

被
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
現
状
を
、
政
府
が
五
年
間
も
放
置
し
て
い
る
こ
と
の
原
因
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

沖
繩
県
に
あ
る
消
防
法
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

三 

沖
繩
県
知
事
は
、
在
沖
繩
米
陸
軍
司
令
官
に
対
し
て
、
昭
和
四
十
九
年
九
月
十
七
日
、
米
軍
Ｐ
Ｏ
Ｌ
施
設
の

撤
去
を
要
請
し
た
。 

2 

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
成
立
の
過
程
で
、
衆
参
両
院
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
、
関
係
地
域
住
民
の

意
思
尊
重
を
附
帯
決
議
し
た
。 

1 

政
府
は
、
米
軍
Ｐ
Ｏ
Ｌ
の
国
内
法
違
反
の
問
題
を
、
昭
和
四
十
七
年
五
月
以
降
、
地
位
協
定
第
二
十
五
条

に
定
め
る
合
同
委
員
会
の
議
題
と
し
た
こ
と
が
あ
る
か
。
な
い
と
す
れ
ば
、
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

か
。 

立
法
府
の
決
議
は
、
沖
繩
県
に
お
い
て
生
か
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。 

五 

 



 

 

六 

1 
す
べ
て
の
消
防
法
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
、
設
置
許
可
の
期
日
、
設
置
者
、
起
点
、
終
点
、
延
長
距 

 
 

離
、
油
種
、
口
径
、
肉
厚
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

2 

昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
以
降
に
発
生
し
た
消
防
法
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
事
故
に
つ
い
て
、
年
月
日
、
場

所
（
市
町
村
と
部
落
名
）
、
設
置
者
、
流
出
量
、
事
故
原
因
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

3 

す
べ
て
の
消
防
法
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
、
消
防
法
第
十
条
に
定
め
る
技
術
基
準
を
満
た
し
て
い
る
か

否
か
を
明
ら
か
に
し
、
満
た
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
主
な
項
目
（
設
置
場
所
、
漏
え
い
検
知
装
置

等
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


